
 

 

 
                           

社会権とは、20 世紀的権利ともいわれるように、現代の人権として登場した権利である。 

国家権力からの不当な干渉を排除するだけでなく、「人間らしい」生活の実現をめざしたもの。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Think  「健康で文化的な最低限度の生活」とはどんな生活だろうか？ 
 

仮に「生活保護」を受け取っている人が、以下のような生活を送ることは許されるか？  

☑ 年に１回旅行  ☑ 習い事に通う   ☑ カフェで仕事をする 

☑ 漫画を購入する ☑ 週１で外食をする         ※生活保護の財源は国民の税金です 

 

1957 年に〔1       〕という生存権に関する裁判が起きた。当時の生活保護制度が最低限の生活を 

保障できるのかという点が争点となった裁判だが、いざ聞かれるとどの程度の生活かを定義するのは難しい。 

では、当時実際に考えられていた「健康で文化的な最低限の生活」はどんな生活だろう？ 

  

Think   「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な日用品を想像しよう 
 

・パンツ（    ）枚          ・パンツ（    ）枚 

・肌 着（    ）枚          ・肌 着（    ）枚 

・タオル（    ）枚          ・タオル（    ）枚 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ⅰ) 生存権 

予 

想 

正

解 



■生存権の考え方 
 

 〔2          〕…憲法 25 条で保障している生存権は、国民が最低限度の生活を営めるように 

行政の方向性を示したに過ぎず、国民に直接具体的な権利を与えたわけではないとする判断。 

⇒司法では判断できないため、具体的な施策は行政や立法に任せるものとした。 

 

  〔3          〕…生存権は、政府に対して立法などの施策を求めるための国民の権利を定めた 

ものであるという考え方。→ 裁判所に直接救済を求めることもできる！ 

 

■生存権のその他の判例 … 〔4        〕(1982 最高裁判決)、加藤訴訟(1992 秋田地裁判決) 

 

 
 

■教育を受ける権利 

 「すべて国民は、･･･、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する」（第 26 条 1 項） 

 「〔5       〕はこれを〔6     〕とする」（第 26 条 2 項） 

これらの憲法の理念を教育現場で生かすために制定 ⇒ 1947〔7           〕（2006 改正） 
 

■労働基本権 

 ・〔8           〕（第 27 条）：国が勤労の機会を保障 （例）ハローワークの設置 

 ・〔9           〕（第 28 条）  

・〔10         〕：労働組合を結成する権利 

     ・〔11             〕：労働組合を通して使用者と交渉する権利 

    ・〔12            〕（争議権）：団体交渉に失敗した場合、争議行為を行う権利 
 

 

 

■参政権 ＝ 国民が選挙を通じて、政治に参加する権利 
 

 ★日本における 3 つの直接民主制制度 

  ①最高裁判所裁判官の〔13          〕 

  ②1 つの地方公共団体に適用される特別法の〔14         〕 

  ③憲法改正の際の〔15          〕 
 

 右の投票用紙が実際のもの。やめさせたい人に✕をつけて、過半数を上回れば罷免という形なので、 

この投票で裁判官が辞めさせられる可能性は低く、実際に辞めさせられた裁判官は一人もいない。 
 

■請求権 ＝ 人権を確立できるよう、国民が国家に対して働きかける権利 

 ・〔16             〕（第 17 条）公務員の不法行為によって損害を受けた場合に、補償を請求 

 ・〔17             〕（第 40 条）：拘禁された者が裁判で無罪となった場合に受けられる補償 

・国会や地方議会に請願する権利（請願権）（第 16 条）    ・裁判を受ける権利（第 32 条） 
 

■憲法で規定される国民の義務 
 

  ①〔     〕の義務(30 条)    ②子どもに〔       〕を受けさせる義務(26 条 2 項) 

  ③〔     〕の義務(27 条 1 項) 

 

(Ⅱ) その他の社会権 

(Ⅲ) 参政権・請求権・国民の義務 



 

 

 

社会権とは、20 世紀的権利ともいわれるように、現代の人権として登場した権利である。 

国家権力からの不当な干渉を排除するだけでなく、「人間らしい」生活の実現をめざしたもの。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Think  「健康で文化的な最低限度の生活」とはどんな生活だろうか？ 
 

仮に「生活保護」を受け取っている人が、以下のような生活を送ることは許されるか？  

☑ 年に１回旅行  ☑ 習い事に通う   ☑ カフェで仕事をする 

☑ 漫画を購入する ☑ 週１で外食をする         ※生活保護の財源は国民の税金です 

 

1957 年に〔1 朝日訴訟 〕という生存権に関する裁判が起きた。当時の生活保護制度が最低限の生活を 

保障できるのかという点が争点となった裁判だが、いざ聞かれるとどの程度の生活かを定義するのは難しい。 

では、当時実際に考えられていた「健康で文化的な最低限の生活」はどんな生活だろう？ 

  

Think   「健康で文化的な最低限度の生活」に必要な日用品を想像しよう 
 

・パンツ（    ）枚          ・パンツ（ １ ）枚 

・肌 着（    ）枚          ・肌 着（ 0.5 ）枚 

・タオル（    ）枚          ・タオル（ ２ ）枚 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ⅰ) 生存権 

予 

想 

正

解 



■生存権の考え方 
 

 〔2 プログラム規定説 〕…憲法 25 条で保障している生存権は、国民が最低限度の生活を営めるように 

行政の方向性を示したに過ぎず、国民に直接具体的な権利を与えたわけではないとする判断。 

⇒司法では判断できないため、具体的な施策は行政や立法に任せるものとした。 

 

  〔3  法的権利説  〕…生存権は、政府に対して立法などの施策を求めるための国民の権利を定めた 

ものであるという考え方。→ 裁判所に直接救済を求めることもできる！ 

 

■生存権のその他の判例 … 〔4 堀木訴訟 〕(1982 最高裁判決)、加藤訴訟(1992 秋田地裁判決) 

 

 
 

■教育を受ける権利 

 「すべて国民は、･･･、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する」（第 26 条 1 項） 

 「〔5 義務教育 〕はこれを〔6  無償  〕とする」（第 26 条 2 項） 

これらの憲法の理念を教育現場で生かすために制定 ⇒ 1947〔7 教育基本法 〕（2006 改正） 
 

■労働基本権 

 ・〔8 勤労権(勤労の権利)  〕（第 27 条）：国が勤労の機会を保障 （例）ハローワークの設置 

 ・〔9 労働三権  〕（第 28 条）  

・〔10  団結権   〕：労働組合を結成する権利 

     ・〔11 団体交渉権 〕：労働組合を通して使用者と交渉する権利 

    ・〔12 団体行動権 〕（争議権）：団体交渉に失敗した場合、争議行為を行う権利 
 

 

 

■参政権 ＝ 国民が選挙を通じて、政治に参加する権利 
 

 ★日本における 3 つの直接民主制制度 

  ①最高裁判所裁判官の〔13 国民審査 〕 

  ②1 つの地方公共団体に適用される特別法の〔14 住民投票 〕 

  ③憲法改正の際の〔15 国民投票 〕 
 

 右の投票用紙が実際のもの。やめさせたい人に✕をつけて、過半数を上回れば罷免という形なので、 

この投票で裁判官が辞めさせられる可能性は低く、実際に辞めさせられた裁判官は一人もいない。 
 

■請求権 ＝ 人権を確立できるよう、国民が国家に対して働きかける権利 

 ・〔16 損害(国家)賠償請求権 〕（第 17 条）公務員の不法行為によって損害を受けた場合に、補償を請求 

 ・〔17 刑事補償請求権 〕（第 40 条）：拘禁された者が裁判で無罪となった場合に受けられる補償 

・国会や地方議会に請願する権利（請願権）（第 16 条）    ・裁判を受ける権利（第 32 条） 
 

■憲法で規定される国民の義務 
 

  ①〔 納税 〕の義務(30 条)    ②子どもに〔 普通教育 〕を受けさせる義務(26 条 2 項) 

  ③〔 勤労 〕の義務(27 条 1 項) 

 

(Ⅱ) その他の社会権 

(Ⅲ) 参政権・請求権・国民の義務 


